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16南浅間保育園

14戸部本町地域ケアプラザ

13宮崎地域ケアプラザ

18神奈川県立図書館

15横浜市移動図書館「はまかぜ号」

11浅間台地域ケアプラザ

2西地区センター

8軽井沢コミュニティハウス

5浅間コミュニティハウス

6西前小学校コミュニティハウス

9平沼集会所

17にしとも広場 4戸部コミュニティハウス

貸 出

貸 出

10境之谷公園こどもログハウス

7稲荷台小学校コミュニティハウス

1横浜市中央図書館
3藤棚地区センター

西区読書活動推進目標

第三次西区読書活動推進目標とは？

　令和７年３月に「第三次横浜市民読書活動推進計画」が策定されたことを
受け、西区の地域性に応じた読書活動の推進を図るため、定めた目標です。
　西区では、区民の皆様が日常の中で読書に親しめる機会・環境づくりを目指し、
区役所・図書館・学校などの関係機関が連携して取り組みを進めています。

西区内で図書の貸出・閲覧を行っている施設の紹介です。
詳しい内容については、各施設にお問い合わせください。

（注１）市立図書館は全館あわせて一人10冊まで借りられます。　（注２）夜間利用申込がない日は18:00に閉館することがあります。

西区読書関連施設一覧

本を借りられる施設 閲覧のみ
施設名貸出・閲覧 住 所 開館時間 休館日 貸出等

1横浜市中央図書館
☎262-0050

2西地区センター
☎314-7734

老松町1

岡野1-6-41

9:30～20:30（火～金）
9:30～17:00（土・日・月・祝）
※のげやま子ども図書館
おやこフロアは全日17:00まで

◎施設点検日（月１回）
◎図書特別整理日
　（年１回３日間）

10冊
14開館日
（注１）

9:00～21:00（月～土）
9:00～18:00（日・祝）

第2月曜
(祝日の場合は翌平日)

4冊
２週間

3藤棚地区センター
☎253-0388

藤棚町2-198
9:00～21:00（月～土）
9:00～18:00（日・祝）

第3月曜
(祝日の場合は翌平日)

3冊
２週間

4戸部コミュニティハウス
☎231-9865

16南浅間保育園
「カンガルー文庫」

☎312-0942

御所山町1-8
9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

第3月曜
(祝日の場合は翌平日)

館内
閲覧のみ

南浅間町23-3 9:30～11:30 土・日 ３冊
２週間

15移動図書館「はまかぜ号」
みなとみらいステーション

☎262-0050

グランモール公園
美術の広場
（みなとみらい3）

11:30～13:00（隔週金曜日）
※巡回日程はホームページ

※雨天中止
10冊
次回巡回日
まで（注１）

14戸部本町地域ケアプラザ
☎321-3200

戸部本町50-33
9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

第３日曜
（注２）

館内
閲覧のみ

13宮崎地域ケアプラザ
☎261-6095

宮崎町２
9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

（注２） 館内
閲覧のみ

12藤棚地域ケアプラザ
☎253-0661

藤棚町2-198
9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

第3月曜
（祝日の場合は翌平日）
（注２）

２冊
2週間

11浅間台地域ケアプラザ
☎311-7200

浅間台６
9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

第１月曜
（祝日の場合は翌平日）
（注２）

２冊
2週間

10境之谷公園
こどもログハウス
☎253-6972

境之谷105-1
9:00～17:00 第3月曜

（祝日の場合は翌平日）
3冊
2週間

9平沼集会所
☎320-9608

西平沼町5-70
9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

第4月曜 館内
閲覧のみ

8軽井沢コミュニティハウス
☎324-6771

北軽井沢24
軽井沢中学校5階 9:00～21:00 月・木 4冊

2週間

7稲荷台小学校
コミュニティハウス

☎263-0614
藤棚町2-220 9:00～21:00 月・金 3冊

２週間

6西前小学校
コミュニティハウス

☎311-8043
中央2-27-7 9:00～21:00 月・金 ２冊

２週間

5浅間コミュニティハウス
☎311-6085

浅間町5-375-1
グランドマスト
横浜浅間町2階

9:00～21:00（月～土）
9:00～17:00（日・祝）

第3月曜
(祝日の場合は翌平日)

6冊
2週間

17にしく市民活動支援センター
「にしとも広場」
☎620-6624

中央1-5-10
（西区役所１階） 9:00～17:00 水 館内

閲覧のみ

18神奈川県立図書館
☎263-5900

紅葉ケ丘9-2
9:00～19:00（火～金）
9:00～17:00（土・日・祝）

月・第2木曜
（祝日の場合は翌金曜）

10冊
３週間

西区読書関連施設マップ

発行 電話  045（320）8393
電話  045（262）0050

西区役所地域振興課
中央図書館サービス課

（中央１－５－１０）
（老松町１） 発行  令和７年10月

西区読書活動推進事業の
取り組みはこちら

第三次
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つながるつながる

広げる広げる 伝える伝える

読書読書

※令和７年11月12日～令和８年５月
　は工事のため休館（予定）

貸 出

貸 出

貸 出

貸 出

貸 出

貸 出

貸 出

12藤棚地域ケアプラザ貸 出

貸 出

貸 出

貸 出



第三次
西区読書活動推進目標

第三次西区読書活動推進目標の策定

　横浜市では、平成26年度に「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」が施行されました。

　この条例では、市が策定する市民の読書活動の推進に関する施策の実施にあたり、各区においても、区の
地域性に応じて、読書活動の推進を図るための目標を定めるものとされています。

　このたび、令和７年３月に「第三次横浜市民読書活動推進計画」が策定されたことを受けて、西区において
も、これまでの成果や課題等を踏まえ、第三次西区読書活動推進目標を策定します。

(対象期間：令和７年度から概ね５年間)

　すべての区民の皆様が、様々な場面で読書の魅力に触れ、読書がより身近なものと感じられるような
機会を提供します。

（1） 子どもたちが読書に親しむための取組を推進します。

具体的な取組

● 図書館や地域子育て支援拠点でのおはなし会の実施
● 乳幼児健診時等を通じた絵本ブックリストの配布等
● 子どもたちのアイディアを活かしたイベントや展示等の実施

《柱１  未来を担う子どもたちの読書活動の推進》

（2） 誰もが生涯を通じて読書を楽しめるきっかけづくりにつなげます。

具体的な取組

● 読書活動推進講演会等の開催
● 知を深めるための講座開催（ヨコハマライブラリースクール）
● 大人向け読み語りイベントの開催
● 目でも耳でも楽しむことができる横浜市立図書館電子書籍サービスの周知広報等の実施

《柱２  市民の読書活動の環境と機会の充実》

（3） 活字による読書に困難のある方へ読書に親しむ機会を提供します。

具体的な取組

● バリアフリー図書（デイジー図書）の製作及び製作人員の育成
● 区民利用施設等でのパネル展や体験セットの貸出等を通じた読書バリアフリー普及啓発
● 区民利用施設等のバリアフリー図書の充実

《柱３  読書バリアフリーの推進》

１.西区に広げよう

 西区内の各施設や団体の交流・連携を図るとともに、区内学校と連携し、区民の皆様が読書に親しむ
機会を増やします。

（1） 交流や連携を通じた読書活動団体等の活動活性化を支援します。

具体的な取組

● 読書活動団体同士の交流会の開催
● 読書活動団体と区民利用施設等との連携のための情報提供や機会づくり
● 区民利用施設等への情報共有

《柱２  市民の読書活動の環境と機会の充実》

（2） 図書館の団体貸出・グループ貸出事業を活用した読書機会の充実を図ります。

具体的な取組

● 読書活動団体の交流会等での団体貸出事業の周知
● グループ貸出事業の周知

《柱２  市民の読書活動の環境と機会の充実》

（3） 区内学校との連携を強化します。

具体的な取組

● 読書活動関連イベントの開催
● 外国につながる子どもたちに向けた母語セットの貸出
● 活字による読書に困難のある子どもたちに向けた読書バリアフリー体験セットの貸出
● 小中学校の学校司書研修を活用した情報共有や交流機会の創出

《柱１  未来を担う子どもたちの読書活動の推進》
《柱３  読書バリアフリーの推進》

2. 西区でつながろう

 区内の読書関連施設・イベント等の情報発信を行い、読書活動を通じて西区について知る機会を増やし
ます。

（1） 読書を通じて歴史やまちの魅力をテーマに西区の魅力を伝えます。

具体的な取組

● 横浜の歴史やまちの魅力をテーマとした事業等の実施
《柱２  市民の読書活動の環境と機会の充実》

（2） 西区内の読書活動を広く周知します。

具体的な取組

● 「広報よこはま」西区版やホームページ等を通じ、読書関連施設の図書コーナーや
読み聞かせイベント等の読書活動に関する広報

● にしく市民活動支援センターと連携した読書に関する展示や情報誌での広報等
《柱２  市民の読書活動の環境と機会の充実》

3. 西区を伝えよう

※《　》内は、『第三次横浜市民読書活動推進計画』(対象期間：令和７年度～令和11年度)で定義されている
　３つの柱のうち、具体的な取組に紐づくものを記載しています。


